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第１章 はじめに 

 

 

 

伊達市の公共下水道は、生活環境の悪化及び水質汚濁の進行に対処するため、1974年度

（昭和49年度）から事業に着手し、管渠
きょ

や終末処理場の整備を進めてきました。 

2006年（平成18年）3月には大滝村との市村合併を行い、2018年度（平成30年度）末

の下水道処理人口普及率※は87.6％となり、水洗化の普及、生活環境の改善という下水道の

主要な目的が達成されようとしています。 

しかしながら、少子高齢化の進行や厳しい財政状況など、下水道を取り巻く状況が極めて

厳しい中、市民生活に欠くことができない社会基盤施設である下水道を将来にわたり、維持、

持続していく必要があります。 

このような背景から、国土交通省は2005年度（平成17年度）に「下水道ビジョン2100

※」を、2007年度（平成19年度）に「下水道中期ビジョン※」を公表し、これらを踏まえて

北海道開発局・北海道・札幌市では2009年（平成21年）3月に「北海道地方下水道ビジョ

ン※」を策定し、道内の地方公共団体が今後概ね10年間に取組むべき下水道事業の方向性を

示しています。本市においても、下水道が目指す将来像と取組むべき施策を明らかにするた

め、2010年度（平成22年度）に「伊達市下水道中期ビジョン」を策定しました。 

その後、国土交通省は社会経済情勢の変化に対応するため、2014年度（平成26年度）に

「新下水道ビジョン※」、2017年度（平成29年度）には「新下水道ビジョン加速戦略※」を

策定し、今後、取組みを加速する施策をとりまとめています。 

本市におきましても、「伊達市下水道中期ビジョン」策定後の下水道をとりまく社会環境

の変化を踏まえて、施策目標や事業計画を見直し、2020年度（令和2年度）から2029年度

（令和11年度）の10年間で取組むべき施策を市民の皆様に明らかにするため、経営戦略を

盛り込んだ「伊達市下水道ビジョン」を新たに策定しました。 
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伊達市下水道ビジョン 

 

 

 

 

国および北海道の施策 

国の施策 

・新下水道ビジョン 
2014 年度（平成 26 年度） 

・新下水道ビジョン加速戦略 
2017 年度（平成 29 年度） 

北海道の施策 

・北海道地方下水道ビジョン 
2008 年度（平成 20 年度） 

・全道みな下水道構想４ 
2018 年度（平成 30 年度） 

伊達市の施策 

第 7 次伊達市総合計画 

・基本構想 

・基本計画 

・実施計画 

伊達市都市計画 

マスタープラン 

伊達市下水道ビジョン 2020 年度（令和 2 年度）～2029 年度（令和 11 年度） 

① 将来像 

② 主要な施策 

③ 目標 

④ 経営戦略 

伊達市個別計画 伊達市下水道の課題 

汚水処理計画 

・伊達市生活排水処理基本計画 
・伊達市公共下水道事業計画 
・伊達市合併浄化槽設置整備事業 

浸水対策 

・伊達市水防計画 

地震対策 

・伊達市地域防災計画 

環境対策 

・第 3 次伊達市環境基本計画 

財政 

・財政健全化計画 

汚水処理対策 

資源の利活用対策 

浸水対策 

地震対策 

老朽化対策 

経営対策 

（地球レベル） 

・地球温暖化と気候変化 

・エネルギー資源のひっ迫 

・衛生環境の悪化 

・水資源の欠乏 

（目的） 

伊達市が目指すべき下水道事業の将来像を定め、今後 10 年間で取

り組むべき施策を選定し、その整備目標を明らかにする。 

（生活レベル） 

・少子高齢化の深刻化 

・ライフスタイルの多様化 

・国際交流の活発化 

（目的） 

伊達市が目指すべき下水道事業の将来像を定め、今後 10 年間で取

り組むべき施策を選定し、その整備目標を明らかにする。 
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第２章 伊達市の下水道事業の概要 

 

 

 

２－１．伊達市の概要 

 

２－１－１．位置及び地勢 

 

本市は北海道中央南西部、道都札幌市と函館市の中間に位置し、南西部は噴火湾（内浦湾）

に面しています。旧伊達市と大滝区の間には壮瞥町を挟み、東は登別市・白老町・千歳市、

西は喜茂別町・留寿都村・洞爺湖町、南は室蘭市、北は札幌市と隣接しており、行政面積は

444.21k㎡となっています。 

伊達市南部の地形は、各河川沿いや海岸沿いの低平地、その背後の扇状地斜面、丘陵性台

地及び火山性山地に分けられます。また、北西は有珠山や昭和新山と、北東を幌別山系の分

水嶺で囲まれ、噴火湾に向かってなだらかな斜面がひろがっており、二級河川長流川や中小

河川が数多く流れ、農耕地、草地などの豊かな生産緑地帯が形成されています。大滝区の地

形は、南北に貫流する長流川に沿って丘陵地が数条の沢により分布し、東南部は緩傾斜、西

部は急傾斜地帯で、わずかに長流川地域の一部と尻別川上流の一角に平坦部が点在していま

す。 

地質は、地質年代からみて全体に若く、新生代後期の第三紀および第四紀の地層や岩石か

ら成り立っており、しかも、その大部分は火山活動に伴って生成された溶岩や火山性の堆積

物によって占められています。 

有珠山および大滝区のホロホロ山周辺は、支笏洞爺国立公園に指定されており、優れた自

然環境を有するほか、有珠山の火山現象と火山地形は世界的にも重要なものとなっています。 

 

伊達市の位置 
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伊達市下水道ビジョン 

２－１－２．人口・世帯数の推移 

 

国勢調査によると、近年の本市の人口（大滝区を含む）は2000年（平成12年）頃の約

37,000人をピークに減少傾向で推移しています。これに対して世帯数は増加傾向にあるこ

とから、世帯当り人員数は1990年度（平成2年度）では2.94人でしたが、2015年度（平

成27年度）には2.32人まで減少し、本市においても核家族化が進行している状況です。 

「伊達市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略2015年（平成27年）9月」に

おける人口の将来展望では、2030年度（令和12年度）に30,647人まで減少する見通しと

なっています。 

 

人口の推移 
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第２章 伊達市の下水道事業の概要 

２－２．下水道事業の概要 

 

２－２－１．下水道の沿革（あゆみ） 

 

本市の下水道事業は、生活環境の向上、公共用水域※の水質保全※、都市災害の防除を目

的として1975年（昭和50年）3月に予定処理区域面積※144ha、予定処理人口※10,600

人、計画汚水量※5,300m3を対象として下水道法事業認可※を受けたことに始まります。そ

の後、1985年（昭和60年）10月には伊達終末処理場の運転開始により市街地区の一部を

供用開始して以降、数次にわたり事業の拡大認可を取得し、面整備の促進を図ってきました。

また、1993年（平成5年）3月にはフレックスプラン※による暫定処理場として有珠終末処

理場の運転を開始しています。大滝区については、特定環境保全公共下水道※として1992年

（平成4年）11月より事業に着手し、1998年（平成10年）3月から大滝下水道管理センタ

ーの運転を開始し、国道453号に沿った集落ごとに整備の促進を図ってきました。 

また、「汚水処理施設共同整備事業（MICS事業）※」により、1市3町（伊達市、豊浦町、

壮瞥町、洞爺湖町）のし尿と浄化槽汚泥を2009年（平成21年）4月から伊達終末処理場に

投入して共同処理しています。 

2018年（平成30年）4月には地方公営企業法の一部（財務規定等）を適用し、官公庁会

計方式から企業会計方式へ移行し、資産等を正確に把握した経営管理による計画的な経営基

盤の強化、財政マネジメントの向上を図っています。 

2021年（令和3年）3月からは、フレックスプランの解消により有珠終末処理場を廃止

し、伊達終末処理場での統合処理を開始する予定です。 
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伊達市下水道ビジョン 

●1975 年 

（昭和 50 年）3 月 

本市中心市街地 144ha を対象に下水道事業に着手 

●1985 年 

（昭和 60 年）3 月 

下水道条例制定 

●1985 年 

（昭和 60 年）10 月 

伊達終末処理場の運転開始、伊達処理区の供用開始 

●1990 年 

（平成 2 年）6 月 

 

有珠地区で事業着手（旧 有珠処理区） 

●1992 年 

（平成 4 年）11 月 

大滝処理区で事業着手（旧 大滝村） 

●1993 年 

（平成 5 年）3 月 

フレックスプランによる暫定処理場として、有珠終末処理場が

運転開始（旧 有珠処理区の供用開始） 

●1993 年 

（平成 5 年）7 月 

北海道南西沖地震により伊達終末処理場等に 2 箇所の被害を

受ける 

●1998 年 

（平成 10 年）3 月 

大滝下水道管理センターの運転開始（大滝処理区の供用開始） 

●2000 年 

（平成 12 年）3 月 

有珠山噴火により下水道施設に 1 箇所の被害を受ける 

●2006 年 

（平成 18 年）3 月 

大滝村と市村合併 

●2008 年 

（平成 20 年）5 月 

伊達処理区および有珠処理区において新たに特定環境保全公共

下水道事業に着手 

●2009 年 

（平成 21 年）4 月 

汚水処理施設共同整備事業（MICS 事業）により 1 市 3 町

（伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町）のし尿と浄化槽汚泥の

処理を伊達終末処理場にて開始 

●2018 年 

（平成 30 年）4 月 

地方公営企業法の一部（財務規定等）を適用 

●2021 年 

（令和 3 年）3 月 

フレックスプランの解消により、有珠終末処理場を廃止し、伊

達終末処理場での統合処理を開始予定 
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第２章 伊達市の下水道事業の概要 

２－２－２．下水道事業計画の概要 

 

本市の下水道事業は、単独公共下水道※事業として、伊達処理区（有珠地区を含む）と大滝

処理区の2処理区で事業を実施しています。 

下水道事業計画の概要 

 

  

伊達処理区 大滝処理区

（有珠地区含む）

1975年（昭和50年）3月 1992年（平成4年）11月

1985年（昭和60年）10月 1998年（平成10年）3月

2021年度（令和3年度） 2021年度（令和3年度）

汚水 1,225.4 110.0

雨水 1,425.3 -

29,980 1,200

13,063 1,524

13,500 1,530

2020年度（令和2年度） 2020年度（令和2年度）

汚水 958.4 104.5

雨水 771.1 -

29,850 1,210

13,016 1,528

13,500 1,530

5/5 2/3

874 95

29,055 798

26,552 715

33.2 8.4

91.4 89.6

事業名

事業開始年度

供用開始年度

全
体
計
画

目標年度

計画面積(ha)

計画人口(人)

日最大計画汚水量 (m3/日)

処理能力(m3/日)

事
業
計
画

目標年度

計画面積(ha)

計画人口(人)

日最大計画汚水量 (m3/日)

処理能力(m3/日)

処理場系列数

実
績

整備面積(ha)

処理区域内人口（人)

水洗化人口（人)

処理区域内人口密度（人/ha）

水洗化率（％）
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伊達市下水道ビジョン 

 

 

 

３－１．汚水処理の現状と課題 

 

本市では汚水処理の整備手法として、人口の密集している集落部は下水道により整備を行

い、それ以外の区域は合併処理浄化槽※により整備を行っています。 

 

下水道処理人口と処理人口普及率の推移 
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第３章 伊達市の下水道の現状と課題 

 

本市の下水道整備は概ね完了しているため、整備済区域内未接続者への早期接続に向

けた取組みが必要です。 

 

汚水処理の課題 
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第３章 伊達市の下水道の現状と課題 

３－２．水環境の現状と課題 

 

本市には長流川や気門別川をはじめとする数多くの河川が流れています。これらの河川は

様々な形で市民の生活に利用されており、河川などの水環境※保全のためには地域の生活や産

業活動の結果としてもたらされる環境への負荷を抑制する必要があります。 

このため、これまで下水道の計画的な整備を行ない水環境の向上に努めており、放流先水

域の水質は良好な状況を保っています。 

定期水質調査を行っている気門別川（水質観測点：館山橋）では、下水道整備以降、河川

水質が基準値であるBOD※3.0mg/Lを常に下回っています。 

 

下水道の水洗化人口と気門別川の水質（BOD75％水質）の推移 

 

出典：伊達市環境白書（公共用水域水質測定データ） 

水環境の景観 

  
長流川                      だて歴史の社雨水幹線          
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水環境の保全のため、整備済区域内未接続者への早期接続に向けた取組みが必要で

す。 

水環境の課題 
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３－３．下水道資源の利活用の現状と課題 

 

下水処理場の汚水処理過程で発生する下水汚泥※は質・量ともに安定し、有機物を多量に含

んでいるため、利活用に適したバイオマス※資源であり、資源循環の観点から有効利用するこ

とが重要となっています。 

本市の下水汚泥量は、2018年度（平成30年度）で年間1,985トンに達しており、伊達・

有珠終末処理場で発生する汚泥は、2002年（平成14年）4月から、その大半をセメント原

料として資源化しています。大滝下水道管理センターでは供用当初より汚泥の全量を肥料化

しており、本市の汚泥リサイクル率※は約98％となっています。今後は近隣自治体との連携

による汚泥処理の広域化・共同化を含め、汚泥有効活用の更なる促進に向けて検討していき

ます。 

さらに、伊達終末処理場の嫌気性消化※処理過程で発生する消化ガス※は、メタンガスを約

60％含んでいるため、消化タンクの加温用燃料として場内利用しています。 

 

下水汚泥とリサイクル率の推移 
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資源循環型の環境にやさしい下水道の実現に向け、既存の利用だけではなく、新たな

活用を検討する必要があります。 

下水道資源の利活用の課題 
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第３章 伊達市の下水道の現状と課題 

３－４．浸水対策の現状と課題 

 

本市では、都市化の進展により、それまで地表面が保持していた雨水浸透機能や保水能力

の減少などを原因とした内水被害に対応するため、1980年度（昭和55年度）より雨水管渠

整備を行なってきました。 

近年は内水による家屋被害は発生していませんが、街路整備事業にあわせて、効率的に雨

水管渠整備を進めています。 

 

雨水管渠整備延長の推移 
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市民の生命や財産を守るため、効果的な浸水対策に取組む必要があります。 

浸水対策の課題 
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３－５．地震対策の現状と課題 

 

新潟県中越地震や東北地方太平洋沖地震、熊本地震、北海道胆振東部地震など震度6以上の

地震が発生した場合には、下水道施設などが甚大な被害を受けていることを踏まえ、大規模

地震の発生に備えた対策が求められています。 

本市では、これまで地震によって下水道施設が受けた被害は、1993年（平成5年）の北海

道南西沖地震において伊達終末処理場で受けた被害に限られており、下水道施設の耐震化対

策を講じていない状況です。 

また、地震が発生した場合、下水道施設は大半が地下に埋設されているため、地震の被害

状況を早急に把握できない状況にあります。このため、地震により下水道施設が被害を受け

た場合、水洗トイレの使用不能や、処理場からの未処理汚水の流出、管渠破損による道路の

陥没など、被災地域の公衆衛生や社会経済活動へ甚大な影響が生じるものと予想されます。 

 

主な地震被害状況 

発生日時 地震名・震央 規模等 被害状況等 

昭和43年 

5月16日 

午前9時49分 

1968年 

十勝沖地震 

三陸はるか沖 

Ｍ 7 .9 

震度４ 

（室蘭） 

地震による損壊の他、有珠湾で津

波による床下浸水、水産施設被害

が発生している。 

被害総額：33,124千円 

昭和57年 

3月21日 

午前11時32分 

昭和57年（1982年）  

浦河沖地震 

浦河沖 

Ｍ 7 . 1 

震度３ 

（室蘭） 

津波は観測されたが、高さは小さく

被害はなかった。 

被害総額：100,000千円 

平成5年 

7月12日 

午後10時17分 

 

平成5年（1993年） 

北海道南西沖地震 

北海道南西沖 

Ｍ 7 .8 

震度４ 

（室蘭） 

道路・住宅棟の損壊が発生してい

るが、津波は来襲しなかった。 

被害総額：31,150千円 

平成23年 

3月11日 

午後2時46分頃 

平成23年（2011年） 

東北地方太平洋沖

地震 

Ｍ 9 .0 

震度３ 

（伊達） 

津波の襲来により床下浸水、水産

施設被害が発生している。 

被害総額：783,910千円 

出典：伊達市地域防災計画 
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下水道施設が被災した場合の影響事例 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

管渠の破損 

 

救急車 消防車 
●交通阻害 

⇒マンホールの浮上や、道路陥没が発生し、緊急車両の交通阻害の恐れがあります。 

マンホールの浮上 

●トイレ利用の制限 

管渠の破損 

処理機能の損失 

●未処理汚水の流出 

⇒管渠が破損した場合、 
  トイレが使用できなくなります。 

⇒処理場の水処理機能が損失し、未処理

の汚水が流出する可能性があります。 

 

計画的、段階的な耐震化対策を検討するとともに、被災時における公衆衛生の確保、

使用が可能なトイレの確保や復旧活動に向けた対策に取組む必要があります。 

地震対策の課題 
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３－６．下水道施設の現状と課題 

 

３－６－１．管 渠 

 

2018年度（平成30年度）末の本市の下水道管渠の総延長は約223kmとなっています。

管渠は1977年度（昭和52年度）から布設され、布設後30年以上経過している管渠の総延

長は2018年度（平成30年度）末で約68kmあり、老朽化が進んでいる可能性があります。

これらの管渠は年々増加していき、このまま放置すれば、下水道管路に起因する道路陥没事

故、管渠破損部からの浸入水による処理費用の増大、漏水による地下水の汚染など、日常生

活や社会経済活動に重大な影響を及ぼす恐れがあります。 

 

年度別管渠整備延長の推移 
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３－６－２．ポンプ場 

 

現在、本市では2箇所の中継ポンプ場と20箇所のマンホールポンプ※所が稼動しています。

網代町中継ポンプ場は建設から33年が経過し、機械・電気設備の標準耐用年数10～20年を

超過しており、施設の劣化による設備機器の取替えなどが必要となっています。 

また、マンホールポンプ所についても供用開始後15年以上が経過している箇所が11箇所

あり、計画的な改築・更新が必要となっています。 

 

ポンプ場の概要と供用開始からの経過年数 

ポンプ名 運転開始 
経過 

年数 
処理区 敷地面積 揚水能力 

網代町中継ポンプ場 
1986 年 

（昭和 61 年）10 月 
33 年 伊達処理区 0.18ha 9.18 m3/分 

北湯沢主ポンプ場 
1998 年 

（平成 10 年）3 月 
21 年 大滝処理区 0.15ha 1.86 m3/分 

 

マンホールポンプ所の供用開始からの経過年数（1/2） 

ポンプ所名 運転開始 経過年数 処理区 備考 

農社ポンプ所 
1998 年 

（平成 10 年）4 月 
21 年 伊達処理区  

館山ポンプ所 
2015 年 

（平成 27 年）3 月 
4 年 伊達処理区  

舟岡ポンプ所 
1995 年 

（平成 3 年）8 月 
28 年 伊達処理区 

2019 年（令和元年）に

更新 

北舟岡ポンプ所 
2003 年 

（平成 15 年）4 月 
16 年 伊達処理区  

北稀府ポンプ所 
2006 年 

（平成 18 年）11 月 
13 年 伊達処理区  

牛舎川ポンプ所 
2010 年 

（平成 22 年）3 月 
9 年 伊達処理区  

末永ポンプ所 
2017 年 

（平成 29 年）3 月 
2 年 伊達処理区  

北黄金第１ポンプ所 
2010 年 

（平成 22 年）3 月 
9 年 伊達処理区  

北黄金第２ポンプ所 
2010 年 

（平成 22 年）3 月 
9 年 伊達処理区  

北黄金第３ポンプ所 
2011 年 

（平成 23 年）3 月 
8 年 伊達処理区  
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マンホールポンプ所の供用開始からの経過年数（2/2） 

ポンプ所名 運転開始 経過年数 処理区 備考 

北黄金第４ポンプ所 
2011 年 

（平成 23 年）3 月 
8 年 伊達処理区  

北黄金第５ポンプ所 
2011 年 

（平成 23 年）3 月 
8 年 伊達処理区  

アルトリポンプ所 
1993 年 

（平成 5 年）3 月 
26 年 

伊達処理区 

（有珠地区） 
 

ポロノットポンプ所 
1993 年 

（平成 5 年）3 月 
26 年 

伊達処理区 

（有珠地区） 
 

白鳥ポンプ所 
1993 年 

（平成 5 年）3 月 
26 年 

伊達処理区 

（有珠地区） 
 

本町ポンプ所 
2000 年 

（平成 12 年）4 月 
19 年 大滝処理区  

本郷ポンプ所 
1998 年 

（平成 10 年）3 月 
21 年 大滝処理区  

大成ポンプ所 
2003 年 

（平成 15 年）10 月 
16 年 大滝処理区 

2019 年（令和元年）に

休止 

春雨川ポンプ所 
1998 年 

（平成 10 年）3 月 
21 年 大滝処理区 

2018 年（平成 30 年）

に更新 

優徳ポンプ所 
1998 年 

（平成 10 年）3 月 
21 年 大滝処理区  

出湯橋ポンプ所 
1998 年 

（平成 10 年）3 月 
21 年 大滝処理区  
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３－６－３．処理場 

 

本市では、現在3箇所の下水処理場が稼動しています。このうち、有珠終末処理場はフレッ

クスプランにより建設された暫定処理場であり、2021年（令和3年）3月からは処理機能を

廃止し、有珠地区の汚水は伊達終末処理場で一元処理する予定となっています。有珠終末処

理場の機能廃止後は、建屋は防災備蓄倉庫、水槽は非常時の貯留施設として利用していきま

す。伊達終末処理場は建設から34年が経過し、機械・電気設備の標準耐用年数10～20年を

超過していることから、施設の延命化や計画的な更新を進めています。 

下水処理場の概要と供用開始からの経過年数 

処理場名 運転開始 
経過 

年数 

敷地 

面積 
処理方法 処理能力 備考 

伊達 

終末処理場 

1985 年 

（昭和 60 年）10 月 
34 年 4.23ha 

標準 

活性汚泥法 
13,500m3/日  

有珠 

終末処理場 

1993 年 

（平成 5 年）3 月 
26 年 0.12ha 

回分式 

活性汚泥法 
 1,100m3/日 

2021 年（令

和 3 年）3 月

廃止予定 

大滝下水道

管理センター 

1998 年 

（平成 10 年）3 月 
21 年 1.0ha 

ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝ

ﾃﾞｨｯﾁ法 
 1,530m3/日  

伊達終末処理場 

  
  

 

これまでに整備してきた下水道施設が耐用年数を迎え、維持管理費などの増大が問題

となっています。また、下水道は一日たりとも休止できない事業であるため、その機能

を適切に維持するとともに、漏水や道路陥没事故を防ぐ必要があります。 

これらに対処するため、施設の延命化や計画的な改築・更新を進めるなど適正な維持

管理によりライフサイクルコスト※を最小化することが必要です。 

また、持続可能な下水道事業を実現するため、将来における本市の下水道事業の姿を

見据え、下水道施設の最適化に向けた取り組みが必要です。 

下水道施設の課題 
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３－７．下水道経営の現状と課題 

 

下水道事業は公営企業※と位置づけられており、その経営は適正な経費負担区分を前提とし

た独立採算が義務付けられています。適正な経費負担区分とは「雨水公費・汚水私費の原則」

の下、雨水に係る経費は雨水が自然現象であることから公費（税金）負担で、汚水に係る経

費は汚水が使用者による排出であることから私費（使用料）負担で賄う考え方です。本市に

おいても、この原則に基づいた下水道経営を行っています。 

 

３－７－１．経営状況 

 

本市の下水道事業は2018年（平成30年）4月より、これまでの官公庁会計方式から地方

公営企業法の財務規定等を適用した企業会計方式へ移行し、資産等を正確に把握した経営管

理による計画的な経営基盤の強化、財政マネジメントの向上を図っています。 

今後は老朽施設対策などにより、支出は増加していくものと考えられます。企業会計方式

に移行し、詳細な経営状況分析が可能となったことから、将来の収支を踏まえ健全な経営基

盤の構築を目指します。 

 

（１）収益的収支 

下水を処理するために必要な支出とその財源となる収入で、支出全体の約60％が下水道施

設に係る減価償却費等で、人件費を含む施設の維持管理費が約30％を占めています。また、

収入の約50％を下水道使用料が占めています。 

 

2018年度（平成 30年度）の収益的収支 

 

 

  

収益的収入

13.2億円

下水道使用料

7.0億円

一般会計繰入金

2.2億円

長期前受金戻入

3.5億円

その他収入

0.5億円

収益的支出

13.2億円

維持管理費

4.0億円

減価償却費等

7.8億円

支払利息

1.3億円

その他支出

0.1億円
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（２）資本的収支 

施設の整備や改築更新を行うために必要な支出とその財源となる収入で、支出全体の約70

％を企業債※償還金が占めています。また、収入のうち建設改良事業の財源となる企業債と国

庫補助金は、建設改良費に比例して増減します。 

なお、通常は、支出が収入を上回り資金不足が生じるため、減価償却費など現金支出を伴

わない費用計上により生じた資金などを不足額の補填財源として使用しています。 

 

2018年度（平成 30年度）の資本的収支 

 

 

 

 

収支の推移（地方公営企業法適用前） 
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（３）企業債償還費と企業債残高 

下水道事業を開始した1974年度（昭和49年度）以降、投資額は年々増加し、ピーク時に

は年間約23億円に達するなど、2018年度（平成30年度）までに投資した建設費は合計で

337億円に上ります。これらの建設投資は企業債を財源として行われてきたため、企業債残

高は2018年度（平成30年度）末現在で約68億円となっています。 

企業債元利償還金は、減少傾向にあるものの、毎年8億円程度の予算を充てており、下水道

経営において大きな負担となっています。 

本市では、2004年度（平成16年度）より制度拡充された資本費平準化債※を活用し、施

設の耐用年数に合わせた負担とすることで、世代間の負担の公平化を図り、さらには、低金

利の企業債へ借換えて利息の削減を図るなど、企業債元利償還による下水道経営負担の軽減

に努めています。 

 

投資額の推移 

 

 

 

企業債元利償還金と残高の推移 
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23 
 

第３章 伊達市の下水道の現状と課題 

（４）一般会計からの繰入金 

下水道事業の収入には一般会計※からの繰入金が含まれています。この繰入金には、雨水処

理に係る経費などの公費（税金）で賄うべき部分と、下水道使用料及び国からの補助金や負

担金等の収入では支出を賄えない不足分とがあり、2018年度（平成30年度）では約4億3

千万円が計上されています。 

本市では、資本費平準化債の発行や支出の削減などを行っていますが、地方公営企業法の

適用により資本費平準化債発行可能額が減少したことや有珠終末処理場の廃止に伴う連絡幹

線の整備、老朽化施設の更新など投資が増加していることにより、繰入金が増加している状

況にあります。 

 

一般会計からの繰入金の推移 

 

 

 

 

 

 

  

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
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3.0
3.4 3.3

4.2 4.3

繰入金

（億円）

 

① 経営基盤強化のために、収入の増大・支出の削減を図り赤字補填的な一般会計から

の繰入金を削減することが必要です。 

② 将来の収支を踏まえ、健全な経営が確保できる投資額の設定が必要です。 

経営状況の課題 
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３－７－２．使用料収入の状況 

 

本市の下水道使用料体系は、用途別に「一般用」と「浴場用」に分かれており、下表のと

おりとなっています。2006年（平成18年）3月の伊達市・大滝村の合併後、旧市村の料金

体系を引き継いでいましたが、2019年（令和元年）5月より伊達地区の料金体系に統一され

ています。 

本市の下水道使用料による収入は2018年度（平成30年度）で約7億円ですが、汚水処理

に必要な費用（汚水処理費※）は約8億1千万円と使用料収入を上回っています。下水道使用

料収入で賄えない不足分には一般会計からの繰入金が充てられている状況です。 

また、本市では、現在の技術では採算がとれないことから、エネルギーや施設等の利用の

面で、収入増につながる取り組みは実施していませんが、今後の新技術の動向や国の制度な

どに注視していきます。 

下水道使用料体系（税抜） 

区分 基本料金 

従量料金（円/m3） 

9～ 
15m3 

16～ 
20m3 

21～ 
100m3 

101～ 
300m3 

301～ 
1000m3 

1001m3 
以上 

一般用 
8m3まで 
1,700 円 

220 235 250 265 280 295 

浴場用 
100m3まで 
2,500 円 

 25 

 

下水道使用料と汚水処理費の推移 

  

※地方公営企業決算状況調査より算出しているため、地方公営企業法の適用に伴い、2018 年度 

（平成 30 年度）は「税抜き」、2017 年度（平成 29 年度）以前は「税込み」となっている。 
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（億円）

下水道使用料 汚水処理費

 

将来の収支を踏まえ、汚水処理に係る費用を賄うことができる適切な下水道使用料の

設定が必要です。 

使用料収入に関する課題 
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第３章 伊達市の下水道の現状と課題 

３－７－３．水洗化率の状況 

 

本市の2018年度（平成30年度）の下水道接続人口は約27,000人で、水洗化率※は91.3

％となっており、2008年度（平成20年度）以降、微増で推移しています。下水道法では、

供用開始後3年以内に下水道へ接続することが義務付けられていますが、現在、整備区域内に

ある約15,000世帯のうち約1,300世帯が下水道に接続していない状況にあります。未接続

の原因としては、家屋の老朽化や改造資金の調達困難など、さらに、現在、単独処理浄化槽※

を使用しており、急いで下水道に接続する必要がないことなどが挙げられます。しかし、単

独処理浄化槽はトイレ排水以外の生活雑排水がそのまま排出され河川を汚す原因となります

ので、地域の水環境を守るためにも水洗化率の向上を図っていく必要があります。 

 

下水道接続人口と水洗化率の推移 
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下水道使用料収入の確保や水環境の保全を図るため、整備済区域内未接続者の早期接

続に向けた取組みが必要です。 

水洗化率の状況に関する課題 
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３－７－４．組 織 

 

近年は約8人の職員で下水道事業を実施していますが、今後増加する老朽施設対策などを踏

まえ、適切な人員数の確保と人材育成・技術伝承を図る必要があります。維持管理業務や改

築更新事業が増加する場合には、PPP/PFI※や包括的民間委託などの民間活力の活用により

全体の費用を抑えることが可能となる場合があります。本市では、従来型の民間委託により

維持管理業務を実施していますが、国の動向や制度をみながら最適な事業実施体制の構築を

目指します。 

 

下水道担当職員数の推移 
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安定的な下水道事業継続を図るため、最適な事業実施体制の構築に向けた取組みが必

要です。 

組織の状況に関する課題 
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４－１．基本理念 

 

本ビジョンの上位計画である「第7次伊達市総合計画」で掲げている「みんなが豊かさを感

じられる市民幸福度最高のまち」の実現のため、豊かな自然や地域環境を守りながら、衛生

的で安心して暮らすことのできる居住環境の整備と地域環境の保全を目指し、基本理念を

「自然・まち・ひとにやさしい下水道」と定めます。 

 

 

 

 

 

  

自然・まち・ひとにやさしい下水道  
基本

理念 

第４章 伊達市の下水道が目指すもの 
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４－２．基本方針 

 

基本理念の下で、下水道に課せられた社会的な役割や使命を果たし市民の皆様により良い

下水道サービスを提供するため、本市関連計画の内容を踏まえ、次の3つの基本方針を掲げま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本方針 1】 

 

 

 

 

生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るとともに、資源循環型の都市環境の創

出を図り、清潔で住みよい環境のまちづくりを目指します。 

【基本方針２】 

 

 

 

 

 

浸水から都市を守り、災害時にも安定して機能する下水道を目指します。 

安全・安心に暮らせるまちづくり 

【基本方針３】 

 

 

 

下水道を取り巻く状況が厳しい中、広域化・共同化を含めた最適な事業運営を検討

し、経営の健全化を図り、持続可能な下水道サービスの提供を目指します。 

健全な事業経営による持続可能な下水道 

良好な水環境・生活環境の創出

と資源循環型の都市環境の創出 
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４－３．主要な施策 

 

3つの基本方針を達成するため、本市下水道が抱えている課題を踏まえ、今後10年間で取

組むべき内容を主要な施策として設定します。この主要な施策は「行政として最低限提供す

べき機能の確保」及び「継続的な機能維持」の2つの役割に重点を置いています。 

なお､第3章の検討により明らかになった伊達市下水道が抱えている課題をまとめると、次

に示すとおりとなります。 

 

本市下⽔道が抱えている課題 

課題 内容 

汚水処理・水環境 ・整備済区域内未接続者の早期接続に向けた取組み（環境面） 

下水道資源の利活用 ・新たな下水道資源の活用方法の検討 

浸水対策 ・効果的な浸水対策の推進 

地震対策 
・計画的、段階的な耐震化対策の検討 

・震災時対策の確立 

下水道施設 
・施設の延命化や計画的な改築・更新による適正な維持管理 

・施設の最適化に向けた取り組み 

下水道経営 

・経営基盤の強化 

・適切な下水道使用料の設定 

・整備済区域内未接続者の早期接続に向けた取組み（収入面） 

・最適な事業実施体制の構築 
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伊達市下⽔道ビジョンの 6 つの主要な施策 
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１ 良好な水環境・生

活環境の創出と資源循

環型の都市環境の創出 

生活環境の改善と公共用 

水域の水質保全を図ると 

ともに、清潔で住みよい 

環境のまちづくりを目指 

します。 

２ 安全・安心に 

暮らせるまちづくり 

浸水から都市を守り、

災害時にも安定して機

能する下水道を目指し

ます。 

３ 健全な事業経営に 

よる持続可能な下水道 

下水道を取り巻く状況が厳

しい中、広域化・共同化を

含めた最適な事業運営を検

討し、経営の健全化を図

り、持続可能な下水道サー

ビスの提供を目指します。 

②下水道資源の有効活用 

④大規模地震に備えた 

下水道施設の耐震化 

⑤施設の適正な維持・管理 

⑥経営基盤の強化 

と透明性の向上 

①水洗化の促進 

③雨水整備の推進による

雨に強いまちづくり 
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５－１．水洗化の促進 

 

 

 

汚水処理施設整備のイメージ 

 
  

 

生活環境の改善と公共用水域の水質保全のため、整備済区域内未接続者への接続を促

進します。 

 

 

 

 

広報や市ホームページなどを活用した水洗便所改造等資金貸付制度※の啓発活動の展

開などにより、整備済区域内未接続者への早期接続促進に努めます。 

市街地中心部は公共下水道で整備 

水質保全上、特に下水道が 

必要な区域においては、特定

環境保全公共下水道で整備 

家屋がまばらな区域では合併処理浄化槽で整備 

 水洗化率   91.3％ 2018 年度（平成 30 年度） 

     → 96.4％ 2029 年度（令和 11 年度） 

第５章 施策実現への取組み 

目 標 

施策の展開 
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５－２．下水道資源の有効活用 

 

 

下⽔汚泥の資源循環イメージ 

 

参考：北海道地方下水道ビジョン概要版        
  

 

資源循環型の都市環境を創出するため、より一層、下水道資源の有効的な利用促進を

目指します。 

 

 

  

 

① 下水汚泥全量の利活用に向けた取組みを行います。 

② バイオマスの利活用、近隣自治体との連携による広域化・共同化の取り組みの可

能性を探るなど、新たな下水道資源利活用のための検討を行います。 

 汚泥リサイクル率    98％ 2018 年度（平成 30 年度） 

→ 100％ 2029 年度（令和 11 年度） 

⽬ 標 

施策の展開 
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５－３．雨水整備の推進による雨に強いまちづくり 

 

 

 

浸⽔対策のイメージ 

 

 

 

 

参考：下水道浸水被害軽減総合計画策定マニュアル（案）（国土交通省水管理・国土保全局下水道部） 
  

 

市民の生命や財産を守るため、浸水被害の軽減を図ります。 

 

 

まちづくりと連携した雨水整備を推進します。 

浸水リスクの低減 

下水道により整備 

⽬ 標 

施策の展開 
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５－４．大規模地震に備えた下水道施設の耐震化 

 

 

 

地震対策の優先箇所 

 
  

 

地震による下水道施設への被害を未然に防ぐため、施設の耐震対策に取組み、ライ

フラインとしての信頼性の確保を図ります。 

 

 

① 全庁的な耐震化計画である「伊達市耐震改修促進計画」に示された施設優先度に

基づき、処理場・ポンプ場施設の耐震性能の確保に努めます。 

② 管路施設は、老朽管対策とあわせて効率的に耐震化を進めます。 

③ 災害時の応急復旧に備え、仮設ポンプなどの非常用資機材の確保に努めます。 

⽬ 標 

施策の展開 
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５－５．施設の適正な維持・管理 

 

 
 

ライフサイクルコストの低減イメージ 

 

出典：国交省 HP（下水道：計画的な改築の推進） 

 

施設の情報を的確に把握したうえで、施設の延命化を含めた計画的な改築・更新や維

持補修を実施し、増大する下水道施設の適正かつ効率的な維持管理に努めます。 

 

 

① 総合的な事業管理（ストックマネジメント※）を推進するため、「ストックマネジ

メント計画※」を策定し、この計画に基づいた改築・更新や維持修繕を実施するこ

とで、ライフサイクルコストの最小化や維持管理の平準化を図ります。 

② 新技術などの情報収集に努め、導入による費用対効果が見込める工法や機種選定な

どを積極的に活用しながら、下水道施設の機能向上を図ります。 

③ 将来にわたって効果的な施設整備を検討し、施設の最適化に向けた取組みを実施し

ます。 

⽬ 標 

施策の展開 
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５－６．経営基盤の強化と透明性の向上 

 

 

 

 

 
 

 

将来にわたって安定した事業運営を行なうため、経営の効率化に努め、経営基盤の強

化を図るとともに、経営の明確化や透明性の向上に努めます。 

 

 

① ストックマネジメント計画を策定し、効率的な経営の健全化に努めます。 

② 下水道の利用実態や社会環境などに応じた適正な下水道使用料の料金体系を検討し

ます。 

③ 広報や市ホームページなどを活用した水洗便所改造等貸付金制度の啓発活動の展開

などにより、下水道への早期接続促進に努めます。 

④ 財政状況や業務内容について、分かりやすい指標を用いながら情報公開します。 

⽬ 標 

施策の展開 
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６－１．整備スケジュール 

 

第5章で定めた各施策の整備スケジュールを策定します。 

 

水洗化を促進するための広報活動 ☆ ☆ ☆ 1

下水汚泥全量の利活用 ☆ ○ ☆ 1

下水道資源利活用の検討 △ △ △ 4

まちづくりと連携した雨水整備 ○ ○ ○ 2

下水道施設の耐震計画の策定 ○ △ ○ 3

下水道施設の耐震化の実施 △ △ △ 4

非常用資機材の確保 ☆ ☆ ☆ 1

ストックマネジメント計画の策定 ☆ ☆ ☆ 1

管路施設の改築・更新 ☆ ○ △ 2

ポンプ場・処理場施設の改築・更新 ☆ ☆ △ 1

新技術・省エネ機器の導入推進 △ ○ △ 3

広域化・共同化・最適化に関する検討 ○ ○ ○ 2

民間活力の活用に関する検討 △ △ △ 4

資産活用に関する検討 △ △ △ 4

健全経営が可能な投資計画の策定 ☆ ☆ ☆ 1

下水道使用料の適正化 ○ ☆ ☆ 1

水洗化を促進するための広報活動 ☆ ☆ ☆ 1

ホームページなどでの情報公開 ☆ ☆ ☆ 1

注：整備スケジュールは、次に示す状況を表しています。

項目 緊急度 効果 費用

☆ 高い 高い 安価

○ 中間 中間 中間

△ 低い 低い 高価

優先度1

優先度2

優先度3

優先度4

評価項目 優先
順位

（評価）緊急度 効果 費用

全て△

○が1つ以上

☆が1個か全て○

☆が2個以上

⑥経営基盤の強化と透明性の向上

⑤施設の適正な維持・管理

１
良
好
な
水
環
境
･
生
活

 
環
境
の
創
出
と
資
源
循

 
環
型
の
都
市
環
境
の
創
出

①水洗化の促進

②下水道資源の有効活用

２
安
全
・
安
心
に

　
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

③雨水整備の推進による雨に強いまちづくり

④大規模地震に備えた下水道施設の耐震化

３
健
全
な
事
業
経
営
に
よ
る
持
続
可
能
な
下
水
道

　３　つ　の　基　本　方　針 中期【2020（R02）～2029（R11）】 長期
【2030

（R12）～】
　６　つ　の 主 要 な 施 策 前期

【2020（R02）
　　～2024（R06）】

後期
【2025（R07）

　　～2029（R11）】整 備 施 策

：検討 ：実施 ：継続 ：終了

第６章 整備スケジュールと財政等の見通し 
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第６章 整備スケジュールと財政等の見直し 

６－２．財政等の見通し 

 

本市の下水道事業に係る将来の事業環境見通しについて検討します。 

 

６－２－１．処理区域内整備済人口の予測 

 

「伊達市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略2015年（平成27年）9月」に

おける行政人口の推計値をもとに将来行政人口を設定し、処理区域内整備済人口比率を乗じ

ることで処理区域内整備済人口を予測します。 

処理区域内整備済人口は、2018年度（平成30年度）末で約3万人となっていますが、10

年後の2029年度（令和11年度）末には約2万7千人まで減少する見込みです。 

 

処理区域内整備済人口の予測 
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実績 推計



 

40 
 

伊達市下水道ビジョン 

６－２－２．有収水量の予測 

 

有収水量※は、将来の水洗化人口に1人あたりの有収水量を乗じて予測します。 

2018年度（平成30年度）で約3,000千m3となっていますが、人口の減少に伴い、

2029年度（令和11年度）には約2,700千m3まで減少する見込みです。 

 

水洗化人口の予測 

 

 

有収水量の予測 

 

25,475 25,671
26,932 27,210 27,475 27,064 26,606 26,147 25,689 25,230 24,772
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実績 推計
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第６章 整備スケジュールと財政等の見直し 

６－２－３．使用料収入の予測 

 

使用料収入は、有収水量の将来予測結果に基づき、現行の使用料体系を維持するものとし

て予測します。 

2018年度（平成30年度）では約700百万円となっていますが、人口減少の影響により

2029年度（令和11年度）には約632百万円までの減少を見込んでいます。 

 

使用料収入の予測 
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伊達市下水道ビジョン 

６－２－４．下水道施設 

 

本市の下水道管路施設は1977年度（昭和52年度）から整備を開始しています。最も古い

管路施設は約40年が経過し、標準耐用年数である50年が近づいています。今後は、2019

年度（令和元年度）から2020年度（令和2年度）に策定するストックマネジメント計画に基

づき、優先度の高い路線から点検・調査を実施し、計画的・効率的に改築更新を実施する予

定です。 

処理場・ポンプ場施設は、耐用年数の短い機械・電気設備を中心に長寿命化計画※（ストッ

クマネジメント計画の前身となる改築更新計画）に基づいて計画的に改築更新を進めていま

す。今後はストックマネジメント計画に基づいて優先度の高い設備を中心に効率的な改築更

新を実施する予定です。 

また、広域化や共同化、施設の最適化について検討を進めていきます。 

 

 

 

６－２－５．組 織 

 

今後増加する老朽施設対策などを踏まえ、適切な人員数の確保と人材育成・技術伝承に努

めるとともに、事業量と費用対効果を勘案し、必要に応じて民間活力の導入を考慮した最適

な事業実施体制の構築を目指します。 
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第６章 整備スケジュールと財政等の見直し 

６－２－６．収益的収支の推移 

 

収益的収支（下水道施設の維持管理に要する経費や企業債の利子償還等の支出とその財源

となる収入）の推移を示します。 

人口減少に伴う需要量（処理水量）の減少により使用料収入も減少する傾向となり、

2029年度（令和11年度）には約632百万円（2018年度（平成30年度）よりマイナス67

百万円）を確保する見込みとなります。施設の更新が予定されるため、減価償却費及び長期

前受金戻入額は現在と同程度の水準で推移する見込みですが、整備当初に集中的に発行した

企業債の償還が完了するため、支払利息は減少していきます。 

 

収益的収支の推移 
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伊達市下水道ビジョン 

６－２－７．資本的収支の推移 

 

資本的収支（下水道施設の建設に要する経費や企業債の元金償還等の支出とその財源とな

る収入）の推移を示します。 

2020年度（令和2年度）までは長寿命化計画に基づく処理場・ポンプ場施設の改築更新事

業を実施する予定です。2021年度（令和3年度）以降は、ストックマネジメント計画に基づ

いた処理場・ポンプ場施設の改築更新事業に加え、管路施設の調査に基づき改築更新事業を

進めていく予定です。整備当初に集中的に発行した企業債の償還が完了するため、企業債償

還金は減少し、将来的な事業規模は年間約8億円となる見込みです。各年度で収入額が支出額

を下まわるため、不足する額は内部留保資金等（現金支出を伴わない支出等）で補填する予

定です。 

 

資本的収支の推移 
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第６章 整備スケジュールと財政等の見直し 

６－２－８．企業債残高の推移 

 

企業債残高の推移を示します。 

企業債残高は整備当初に集中的に発行した企業債の償還が完了するため、2018年度（平

成30年度）末の約68億円から大きく減少し2029年度（令和11年度）には約25億円とな

る見込みです。今後は改築更新事業にあわせて企業債の発行額も推移するものと考えられま

すが、事業の平準化を図り、償還額や経営状況を考慮した持続可能な経営に努めます。 

 

企業債残高の推移 
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伊達市下水道ビジョン 

６－２－９．繰入金の推移 

 

一般会計からの繰入金の推移を示します。 

現在は2から3億円程度の基準外繰入金を受けていますが、企業債元利償還金の減少に伴っ

て縮減され、2029年度（令和11年度）には基準外繰入金は約7千万円まで減少する見込み

です。 

本ビジョンにおける経営健全化のための各施策を実施することで、より強固な経営基盤を

築き、繰入金を削減します。 

 

一般会計繰入金の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

一
般

会
計

繰
入

金
（
百

万
円

）

基準内繰入金 基準外繰入金



 

 

47 
 

第８章 点検・見直し 

 

 

 

下水道ビジョンに基づいた施策を展開するために、PDCAサイクルを構築し、事業の継続

的な改善に努めていきます。具体的には、整備目標の達成状況や経営状況を分析し、市民の

皆様に公表するなど、点検・評価を行い、適時計画を修正するとともに、次期計画（2030

年度（令和12年度）以降）に反映させることとします。 

 

PDCAサイクルの構築 

      Plan（計画の策定）
  ・施策の策定
　・目標の設定

Do（施策の展開）
　　・６つの主要な施策の推進
　　

Check（施策･経営の評価）
　　・目標達成状況の確認
　　

Action（改善の検討）
　　・未達成目標の対処
　　・新たな目標の設定

市　　民

伊達市
下水道事業

公表 参画

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 点検・見直し 

ＰＤＣＡサイクルとは、プロジェクトの実行に際し、「計画をたて（ＰＬＡＮ）」、

「実行し（ＤＯ）」、「その結果を評価し（ＣＨＥＣＫ）」、「問題点を改善する

（ＡＣＴＩＯＮ）」という一連の工程を継続的に繰り返す仕組み（考え方）を指し、

最後の改善を次の計画に結び付け、螺旋状に品質の維持・向上や継続的な業務改善活

動などを推進するマネジメント手法のことです。 
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伊達市下水道ビジョン 

 

 

 

総務省は、公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための、中長期的な基

本計画である「経営戦略」を策定するよう、各地方公共団体へ要請するとともに、策定に当

たっての実務上の指針として、「経営戦略」に関する基本的考え方や「投資試算」及び「財

源試算」の将来予測方法、各事業の特性を踏まえた策定上の留意点並びに「経営戦略ひな形

様式」等を示しました。 

本市の下水道事業では、総務省の趣旨を踏まえ、経営基盤の強化等を図るため、本ビジョ

ンにおける収支計画等との整合性を図り、「経営戦略」を策定しました。 

（参考：経営戦略策定・改定ガイドライン「経営戦略ひな形様式」【別添2-1】） 

 

  

第８章 経営戦略 
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第７章 経営戦略 

 

令和 年 月

令和 年度 令和 11 年度

１．事業概要

（１） 事業の現況

①　施　設

②　使　用　料

本市の下水道使用料体系は、基本料金に従量料金を加えた累進従量制を採用しています。

9～
15㎥

21～
100㎥

101～
300㎥

301～
1,000㎥

1,001㎥
～

220 250 265 280 295

浴場用

　2016年度（平成28年度）　4,415円

　2018年度（平成30年度）　4,415円

　2017年度（平成29年度）　4,415円

　2016年度（平成28年度）　　4,562円

　2017年度（平成29年度）　　4,616円

　2018年度（平成30年度）　　4,650円

1,700

基本料金（円）
～8㎥

2

2

一 般 家 庭 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

一般家庭用使用料と同じです。

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　汚水処理施設共同整備事業（MICS）により、2009年（平成21年）４月から１市３町（伊達市、
豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町）のし尿・浄化槽汚泥を伊達終末処理場で処理しています。

別添２－1

法 適 （ 全 部 適 用 ・ 一 部 適 用 ）
非 適 の 区 分

一部適用

伊達市下水道事業経営戦略

1985年度（昭和60年度）
（34年経過）

　伊達市

　公共下水道事業
　特定環境保全公共下水道事業

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

～計 画 期 間 ：

4

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

30.8人/ha 無

処 理 区 数

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設
の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③
施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

３箇所（伊達終末処理場、有珠終末処理場、大滝下水道管理センター）
※有珠終末処理場はフレックスプランの解消により2021年（令和３年）３月に廃止予定

２処理区（伊達処理区、大滝処理区）

従量料金（円）
16～
20㎥
235

従量料金（円）
101㎥～

25

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

2,500

基本料金（円）
～100㎥
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伊達市下水道ビジョン 

 

 

 

 

  

③　組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

 イ　指定管理者制度民 間 活 用 の 状 況

８人（技術職４人、事務職４人）

　建設部下水道課で所管されており、単独の組織で運営しています。部内には建設課、都市住宅
課、水道課があり、連携を図りながら効率的な事業運営を図っています。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

職 員 数

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。

*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

　添付の経営比較分析表のとおりです。

　処理場等の維持管理業務や下水道施設の清掃業務等を民間委託
しています。

　該当ありません。

　該当ありません。

　該当ありません。

　該当ありません。
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第
７
章

 
経
営
戦
略
 

 

グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成30年度全国平均

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

　①有形固定資産減価償却率は、企業会計移行初年
度につき1年度分の減価償却費により算定されてい
るため、償却率は低くなっていますが、昭和60年10
月から供用開始しているため、現在、終末処理場等
の機械設備の更新を進めています。
　法定耐用年数を超えた管渠はありません。

2. 老朽化の状況

全体総括

　単年度収支は黒字となっていますが、一般会計か
らの繰入金に依存している状況にあるため、引き続
き、維持管理費の削減に取り組み、経営の健全化と
繰入金の縮減に努めます。
　また、老朽化した下水道施設の修繕や改築更新に
あたっては、投資の平準化を図りながら、計画的か
つ効率的に実施し、安定的な事業運営を目指しま
す。

【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　本表は市街化区域の下水道事業に係る経営状況を
表したものですが、本市では公共下水道事業と特定
環境保全公共下水道事業を一体的に行っており、事
業ごとの視点では経営していません。
　また、平成30年度は地方公営企業法の一部を適用
し、企業会計へ移行した初年度であるため前年度比
較ができません。
　①経常収支比率は100％を超えていますが、一般
会計からの繰入金により収支不足を補填している状
況です。
　③流動比率は、類似団体より低く、建設改良費等
に充てられた企業債が計上されているため、100％
を大きく下回っていますが、翌年度の使用料収入や
一般会計からの繰入金が企業債償還金の原資となる
ため、支障ありません。
　④企業債残高対事業規模比率は類似団体よりやや
低くなっており、企業債残高も減少傾向にありま
す。
　⑤経費回収率は概ね100％となっていますが、今
後人口減少などによる使用料収入の減少が見込ま
れ、また、⑥汚水処理原価は、類似団体よりも高い
ことから、汚水処理費のさらなる削減に取り組む必
要があります。
　⑦施設利用率は類似団体と概ね同水準となってお
ります。
　整備が概ね完了したため、今後⑧水洗化率の大き
な上昇は見込めませんが、使用料収入の安定化のた
めにも引き続き水洗化促進の対策を検討します。

2. 老朽化の状況について

処理区域内人口密度(人/km 2) －

- 54.79 76.99 90.58 4,768 26,240 7.51 3,494.01

444.21 77.36 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km 2)

法適用 下水道事業 公共下水道 Cc1 非設置 34,365

経営比較分析表（平成30年度決算）
北海道　伊達市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km 2)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 0.21

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 100.38

平均値 - - - - 105.06

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 5.02

平均値 - - - - 30.60

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 1.83

①経常収支比率(％)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 41.56

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 37.71

平均値 - - - - 80.81

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 731.58

平均値 - - - - 768.62

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 99.51

平均値 - - - - 88.06

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 240.73

平均値 - - - - 179.32

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 56.45

平均値 - - - - 58.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 93.80

平均値 - - - - 89.79

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【108.69】 【3.28】 【69.49】 【682.78】

【95.20】【58.98】【136.86】【100.91】

【38.60】 【5.64】 【0.23】
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伊
達
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水
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ビ
ジ
ョ
ン
 

 

グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成30年度全国平均

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

経営比較分析表（平成30年度決算）
北海道　伊達市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km 2) 人口密度(人/km 2)

444.21 77.36 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km 2)

法適用 下水道事業 特定環境保全公共下水道 D1 非設置 34,365

処理区域内人口密度(人/km 2) －

- 67.43 10.60 85.90 4,768 3,613 2.24 1,612.95

　①有形固定資産減価償却率は、企業会計移行初年
度につき１年度分の減価償却費により算定されてい
るため、償却率は低くなっています。
　法定耐用年数を超えた管渠はありません。

2. 老朽化の状況

全体総括

　単年度収支は黒字となっていますが、一般会計か
らの繰入金に依存している状況にあるため、引き続
き、維持管理費の削減に取り組み、経営の健全化と
繰入金の縮減に努めます。
　また、老朽化した下水道施設の修繕や改築更新に
あたっては、投資の平準化を図りながら、計画的か
つ効率的に実施し、安定的な事業運営を目指しま
す。

【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　本表は市街化調整区域と大滝区の下水道事業に係
る経営状況を表したものですが、本市では、特定環
境保全公共下水道事業と公共下水道事業とを一体的
に行っており、事業ごとの視点では経営していませ
ん。
　また、平成30年度は地方公営企業法の一部を適用
し、企業会計へ移行した初年度であるため前年度比
較ができません。
　①経常収支比率は100％を超えていますが、一般
会計からの繰入金により収支不足を補填している状
況です。
　③流動比率は、類似団体より低く、建設改良費等
に充てられた企業債が計上されているため、100％
を大きく下回っていますが、翌年度の使用料収入や
一般会計からの繰入金が企業債償還金の原資となる
ため支障ありません。
　④企業債残高対事業規模比率は類似団体より高く
なっていますが、企業債残高は減少傾向にありま
す。
　事業規模が小さいため、⑤経費回収率は6割程度
と低い水準にあり、また、⑥汚水処理原価は、類似
団体より高くなっているため、汚水処理費のさらな
る削減に取り組む必要があります。
　⑧水洗化率は、類似団体より低くなっており、使
用料収入の安定化のためにも引き続き水洗化促進の
対策を検討します。

2. 老朽化の状況について

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 0.06

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 100.09

平均値 - - - - 102.95

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 3.15

平均値 - - - - 26.56

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 0.00

①経常収支比率(％)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 27.02

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 20.72

平均値 - - - - 60.67

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 1,475.25

平均値 - - - - 1,252.71

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 57.23

平均値 - - - - 87.03

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 339.10

平均値 - - - - 177.02

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 55.13

平均値 - - - - 46.17

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 - - - - 73.48

平均値 - - - - 87.84

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【101.92】 【88.06】 【54.23】 【1,209.40】

【83.36】【42.82】【219.46】【74.48】

【24.88】 【0.01】 【0.12】



 

 

53 
 

第７章 経営戦略 

 

 

  

２．将来の事業環境

（１） 処理区域内人口の予測

（２） 有収水量の予測

（３） 使用料収入の見通し

（４） 施設の見通し

（５） 組織の見通し

３．経営の基本方針

：健全な事業経営による持続可能な下水道を目指す
：経営基盤の強化と透明性の向上、施設の適正な維持・管理

2018年度（平成30年度）実績
2024年度（令和６年度）予測
2029年度（令和11年度）予測

27,267人
水洗化人口

2,724,920㎥
2,850,980㎥
3,008,308㎥
有収水量

　管路施設は、1977年度（昭和52年度）から整備を開始しているため、整備当初のものは約40年を経過しており、標準耐用年
数である50年が近づいてきています。今後はストックマネジメント計画に基づき優先度の高い路線から点検・調査を進め、改
築更新等を実施する見込みです。
　処理場・ポンプ場施設は、耐用年数の短い機械・電気設備を中心に長寿命化計画に基づいて計画的に更新を実施しています
が、今後は、過去の長寿命化計画で更新対象とならなかった標準耐用年数を超過している設備の更新も必要となる状況です。
更新済みの設備も含めてストックマネジメント計画に基づき優先度の高い設備から改築更新等を実施する見込みです。

　2019年度（令和元年度）は８人の職員で運営しています。今後は、汚水整備の概成により管渠新設工事は減少しますが、現
在実施中の処理場・ポンプ場施設の更新事業に加え、管路施設の点検・調査等の維持管理業務、修繕・改築事業も実施してい
く必要があることから、現状の組織体制を維持していくものとしています。

　下水道事業を取り巻く経営環境は、今後の急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少や保有する施設の老朽化に伴う更新
需要の増大などにより厳しさを増している状況にあります。本市では、このような経営環境においても、将来にわたって住民
生活に重要な下水道サービスの提供を安定的に継続するため、下水道ビジョンにおいて以下の基本方針と主要な施策を示して
います。

2018年度（平成30年度）実績
2024年度（令和６年度）予測
2029年度（令和11年度）予測

有収水量原単位

110㎥/人

2018年度（平成30年度）実績
2024年度（令和６年度）予測
2029年度（令和11年度）予測

使用料単価

232円/㎥

699,296千円
661,427千円
632,181千円

　使用料収入は、有収水量に使用料単価を乗じることで推計しました。
　大滝区の使用料体系を2017年（平成29年）5月から段階的に引き上げ、2019年（令和元年）5月から伊達地区の使用料体系に
統一しましたが、使用料単価は2018年度（平成30年度）実績から大きく変化はしないものとして232円/㎥としました。

使用料収入

3,008,308㎥
2,850,980㎥

処理区域内人口
30,223人
28,481人
27,222人

2,724,920㎥

30,934人
32,365人
34,083人
行政人口

24,772人
25,918人

　水洗化人口に1人あたりの有収水量原単位を乗じることで推計しました。
　水洗化人口は、処理区域内人口に2018年度（平成30年度）末の水洗化率0.91を乗じることで推計しました。
　有収水量原単位は、直近10ヵ年の実績を確認すると、概ね110㎥/年/人で横ばいとなっていることから将来にわたって継続
するものとして110㎥/年/人としました。

人口比率

0.88

主 要 な 施 策
基 本 方 針

　本市の汚水整備は概成していることから大規模な新規取り込みはないものと考え、「伊達市まち・ひと・しごと創生人口ビ
ジョン・総合戦略 2015年（平成27年）9月」において設定されている目標行政人口を参考に行政人口を推計し、行政人口に対す
る処理区域内人口の人口比率を乗じることで推計しました。
　人口比率は、2018年度（平成30年度）末の0.88で推移するものとしました。

有収水量
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伊達市下水道ビジョン 

 

  

４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

① 処理場・ポンプ場施設の更新及び設計 2020年度（令和２年度）～2029年度（令和11年度） 計 2,325 百万円
② 管路施設の調査・設計・更新 2021年度（令和３年度）～2029年度（令和11年度） 計 369 百万円
③ 雨水整備 2020年度（令和２年度）～2029年度（令和11年度） 計 105 百万円

②　収支計画のうち財源についての説明

① 料金収入 685 百万円 → 632 百万円 6,585 百万円
② 企業債 284 百万円 → 171 百万円 1,412 百万円
③ 繰入金 520 百万円 → 218 百万円 3,521 百万円

　　(うち基準外) (291 百万円) → 百万円) (1,632 百万円)

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

① 職員給与費 2020年度（令和２年度）～2029年度（令和11年度） 計 679 百万円
② 動力費 2020年度（令和２年度）～2029年度（令和11年度） 計 362 百万円
③ 修繕費 2020年度（令和２年度）～2029年度（令和11年度） 計 280 百万円

（３） 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

目 標

目 標

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

10年計

(70

　職員給与費は、現在の事業実施体制が継続し現行水準で推移するものとしました。
　動力費は、近年の実績から動力費単価を設定し将来の処理水量に乗じることで設定しました。
　修繕費は、近年の傾向が継続し現行水準で推移するものとしました。

　施設の最適化や近隣自治体との維持管理業務や汚泥処理の広域化等について検討を
進めていきます。

2020年度（令和２年度）

計画的な更新事業の実施による事業費の平準化
他事業と連携した効率的な雨水整備

　2019年度（令和元年度）から2020年度（令和２年度）にかけて策定するストックマネジメント計画に基づき、処理場施設・
ポンプ場施設設備の更新や管渠施設の調査・更新を計画的に実施し、事業費の平準化を図ります。また、街路事業とあわせた
効果的な雨水整備の実施を予定しています。

効果的な事業実施による基準外繰入金の縮減

　使用料収入は、人口減少の影響による需要量の減少に伴い減少していく見込みです。
　企業債は、施設の更新事業等の建設財源として発行します。
　繰入金は、整備当初に集中して発行した企業債の償還が完了することや効果的な事業実施による資本費の平準化によって基
準外繰入金も縮減していく見込みとなっています。

2029年度（令和11年度）

　ストックマネジメント計画を踏まえて、投資の平準化を図ります。

　本市の下水道事業の規模や今後の事業量等を考慮すると、本市単独での民間活力の
活用については困難であると考えられることから、近隣自治体との広域化とあわせて
検討を進めていきます。

　本市の下水道事業の整備は概ね完了しており、今後は改築更新事業が増加すると考
えられます。ストックマネジメント計画等を踏まえて適切に事業を実施していきま
す。
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第７章 経営戦略 

 

 

  

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　　毎年度事後検証を実施し、必要に応じて経営戦略の見直しを行います。

　一般会計からの基準外繰入金の縮減を図りながら、必要に応じて適正な使用料体系
の検討を進めていきます。

　本市の下水道事業の規模から、現在の技術ではエネルギー利用等について採算が確
保できないと考えられます。そのため、技術開発の動向を踏まえつつ、規模に応じた
資産活用が可能と判断された場合に検討を行う予定とします。

　国の補助制度等を活用し、効果的な事業実施に努めます。

　本市の下水道事業の規模や今後の事業量等を考慮すると、本市単独での民間活力の
活用については困難であると考えられることから、近隣自治体との広域化とあわせて
検討を進めていきます。

　本市の下水道事業は地方公営企業法の一部適用であり、市全体での検討結果を反映
するものとなります。

　近年の実績より動力費単価を設定し、推計しています。設定値と大幅に乖離が生じ
る場合には見直しが必要となります。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理

者制度、PPP/PFIなど）

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組

使用料の見直しに関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

職員給与費に関する事項

動力費に関する事項

修繕費に関する事項

委託費に関する事項

その他の取組

薬品費に関する事項
　薬品費は、維持管理の年間業務委託に含まれているため、薬品費として計上してい
ません。

　ストックマネジメント計画の策定を行い、ライフサイクルコストの最小化による対
応（修繕・更新）に努めます。

　委託費は、主として処理場・ポンプ場施設の運転・維持管理業務となり、処理規模
には変更がないため、近年の実績を採用しています。

　改築更新において、設備等を取り替える場合には省エネ機器の導入を検討し、経費
の削減に努めます。
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伊達市下水道ビジョン 

 

 

 

 

《１ページ》 

下水道処理人口  

普及率 

行政区域内の総人口（住民基本台帳人口）に占める公共下水道に

接続可能な区域内の人口の比率をいい、百分率で表す。 

下水道ビジョン    

2100 

 

2005 年（平成 17 年）9 月に「下水道政策研究委員会・下水道

中長期ビジョン小委員会」において取りまとめられた報告書で、1

00 年という長期の将来像を見据えた下水道の方向性、それらを具

現化する様々なアイデアが提示されている。「循環のみち」をコ

ンセプトとして「水のみち」「資源のみち」「施設再生」の 3 つ

の基本方針を提示しており、それぞれの方針を実現するための施

策メニューと具体内容が取りまとめられている。 

下水道中期ビジョン 

 

2007 年（平成 19 年）6 月に「下水道政策研究委員会・下水道

中長期ビジョン小委員会」において取りまとめられた報告書で、

下水道ビジョン 2100 の実現に向けた中期（概ね 10 程度）の下

水道施策のあり方が提示されている。人口減少の本格化や厳しい

財政状況、気候変動等の下水道をとりまく社会等の諸情勢を勘案

して、5 つの項目について整備目標と具体的施策が取りまとめられ

ている。 

北海道地方下水道 

ビジョン 

 

2008 年（平成 20 年）3 月に北海道開発局において取りまとめ

られた報告書で、北海道の各地方公共団体が下水道ビジョンを策

定する際の指針であり、基本理念を「北の大地を支える持続可能

な下水道」として、その実現に向け、「目標像」、「事業目

標」、「中長期的方向性」、「事業を推進するための取組み」の 4

階層の施策体系が定められている。 

新下水道ビジョン 2014 年（平成 26 年）7 月に「下水道政策研究委員会」におい

て取りまとめられたもので、社会経済情勢の変化に対応し、管理

運営時代の新たな下水道の政策体系として策定された。 

 

 用語解説 
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用語解説 

《１ページ》 

新下水道ビジョン  

加速戦略 

2017 年（平成 29 年）8 月に「新下水道ビジョン加速戦略検討

員会」において取りまとめられたもので、「新下水道ビジョン」

策定後の社会情勢の変化を踏まえ、今後取組みを加速する施策と

して、官民連携の推進、下水道の付加価値向上等 8 つの重点項目

について国が 5 ヵ年程度で実施すべき施策が示されている。 

《５ページ》 

公共用水域  

 

水質汚濁防止法では、｢河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他公共

の用に供される水域、及びこれに接続する公共溝渠、かんがい

（灌漑）用水路、その他公共の用に供される水路｣と規定されてい

る。下水道では、公共下水道の雨水渠ならびに都市下水路等が該

当する。  

水質保全  

 

環境保全のうち、水質に関わるもの。人間の産業活動や事業活動

により排出される汚染物質を規制、抑制し、水質の汚染を防止す

ることにより、水質の将来的な維持を行うこと。 

予定処理区域面積 

 

目標年次（概ね 7 年後）に下水道の整備が完了する予定の区域面

積。 

予定処理人口 

 

目標年次（概ね 7 年後）に予定処理区域に居住する人口で、下水

道により汚水が処理される人口となる。 

計画汚水量 目標年次（概ね 7 年後）において下水道により処理される予定の

汚水量。 

下水道法事業認可 

 

下水道事業を行う場合に必要となる、下水道法に基づく国土交通

大臣又は知事による認可であり、認可を受ける際には、概ね 7 年

の期間で下水道による整備を行う予定区域を定めた事業認可計画

を策定しなければならない。 
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伊達市下水道ビジョン 

《５ページ》 

フレックスプラン  終末処理場から離れている地域では、下水道が整備されるまで相

当の年月を要することから、これらの地域で、早急に下水道整備

が求められる地域において、終末処理場とは別に中間的な処理施

設を設置し、暫定的に下水処理を開始する整備方式のこと。 

特定環境保全    

公共下水道 

湖沼周 辺地域 等の 自然 環境の 保全又 は農 山漁 村にお ける生

活環境 の改善 を図 るた め、市街化区域以外において設置される

公共下水道である。 

汚水処理施設共同整

備事業        

（ＭＩＣＳ事業） 

汚水処理施設の整備事業は、下水道事業をはじめ種々の事業が実

施されています。これらの汚水処理施設の中には共通する処理工

程等もあるため、下水道、合併処理浄化槽等複数の汚水処理施設

が共同で利用できる施設を整備し、施設整備の効率化を図る事業

である。 

《７ページ》 

単独公共下水道  主として市街地における下水を排除し、または処理するために地

方公共団体が管理する下水道を公共下水道といい、終末処理場を

有するものを単独公共下水道、流域下水道に接続するものを流域

関連公共下水道という。 

《10 ページ》 

合併処理浄化槽 トイレや台所、風呂などから流される生活排水を、各家庭に設置

された浄化槽内で微生物の働きを利用してきれいにする装置。し

尿のみを処理する単独処理浄化槽に比べて、全ての生活排水を処

理し、水質的には下水道に近い能力があることから、下水道や集

落排水が普及していない人口の散在する地域の生活排水対策とし

て効果的である。 

《11 ページ》 

水環境  水域の水量及び水質、水辺空間、生態系に加え、景観、文化の要

素を包含する概念。 
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用語解説 

《11 ページ》 

ＢＯＤ 生物化学的酸素要求量（Biochemical Oxygen Demand の略）

のことで、水中の汚染物質（有機物）が微生物により浄化される

ときに必要となる酸素量のこと。この値が大きいほど、水が汚れ

ていることを示す。 

《12 ページ》 

下水汚泥 下水処理場等で固液分離処理を行うことで発生する泥状物質の総

称。汚泥の質や量は、原水の種類、処理方法、処理の程度によっ

て異なるが、通常、含水率が高く、有機物を含有し腐敗しやすい

等の共通点を有する。 

バイオマス 生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、一般的には「再生

可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。バイオ

マスの種類は多岐に渡り、廃棄物系のもの、未利用のもの及び資

源作物（エネルギーや製品の製造を目的に栽培される植物）があ

る。廃棄物系のものとしては、廃棄される紙、家畜排せつ物・食

品廃棄物・建設発生木材・製材工場残材・黒液（パルプ工場廃

液）・下水汚泥・し尿汚泥等があげられ、未利用のものとして

は、稲わら・麦わら・もみ殻・林地残材（間伐材、被害木等）等

が、エネルギー作物としては、さとうきびやトウモロコシなどの

糖質系作物やなたねなどの油糧作物があげられる。 

汚泥リサイクル率 下水汚泥の総発生量に対しリサイクルされている下水汚泥量の割

合を百分率で表した数値である。 

嫌気性消化 下水汚泥を処理する方法のひとつであり、汚泥中の有機物を嫌気

性微生物により分解し、汚泥の減容化と安定化を図る手段であ

る。 

消化ガス 嫌気性消化の過程で発生するガスを消化ガスと呼び、その主成分

はメタン（CH4）及び二酸化炭素（CO2）であることから燃料と

して用いることができる。 
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伊達市下水道ビジョン 

《17 ページ》 

マンホールポンプ 小規模下水道等の小集落地域におけるコスト削減や、地形的に自

然勾配で流下させることが困難な狭小区域の下水を排水するた

め、マンホール内に設置した小型水中ポンプにより揚水して排除

する施設。  

《19 ページ》 

ライフサイクルコスト

（ＬＣＣ） 

ある施設における初期建設コストと、その後の維持管理費用等を

含めた生涯費用の総計。  

《20 ページ》 

公営企業  都道府県や市町村などの地方公共団体が、地域住民の福祉の増進

を目的として事業を経営する企業体のことであり、下水道、水

道、工業用水道、団地開発、電力、ガス、観光施設、病院などが

ある。 

《21 ページ》 

企業債（地方債） 建設費の財源として、国や地方公営企業等金融機構などから借り

入れる長期借入金のこと。 

《22 ページ》 

資本費平準化債 下水道整備は、先行投資が多額となる事業であるが、供用開始当

初は有収水量も少なく、借金返済のための原資がない。そこで、

供用開始当初の負担を軽減し、かつ、世代間の負担の公平を図る

ため、先行投資の負担の一部を後年度に繰り延べ、起債償還額を

平準化するために発行する起債を資本費平準化債という。 

《23 ページ》 

一般会計  国 及び 地方公共団体 における最も基本的な経費の収支を扱う会

計で、特別会計 に属さない 財政 を包括的、一般的に経理する会

計のこと。福祉や教育、消防など国民・住民に広く行われる事業

における 歳入 ・歳出 の会計である。 

 

 



 

63 
 

用語解説 

《24 ページ》 

汚水処理費 終末処理場やポンプ場、管渠など、汚水を処理するために必要な

施設の整備及び維持管理に要する経費。 

《25 ページ》 

水洗化率 公共下水道に接続可能な区域内人口に対して、実際に接続してい

る人口の比率をいい、百分率で表す。 

単独処理浄化槽  トイレからの汚水（し尿）のみを処理する浄化槽。なお、単独処

理浄化槽は、浄化槽法により 2001 年（平成 13 年）以降新規に

設置することは認められていない。 

《26 ページ》 

ＰＰＰ/ＰＦＩ PPP（Public Private Partnership）とは、公共施設等の建設、

維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、民間

の創意工夫等を活用し、民間資金の効率的使用や行政の効率化を

図るものである。PFI（Private Finance Initiative）は PPP の代

表的な手法のひとつであり、民間の資金とノウハウを活用し、公

共サービスの提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な

公共サービスの提供を図る考え方である。 

《32 ページ》 

水洗便所改造等資金

貸付制度 

 

下水道処理区域になるとトイレの水洗化が法律で義務づけられる

ため、水洗化に当たって、設置者の経済的負担をなるべく少なく

できるように、水洗便所への改造工事と排水設備工事を行う人に

資金を貸付ける制度。 
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《36 ページ》 

ストックマネジメント  

 

既存の建築物（ストック）を有効に活用することで、施設の長寿

命化を図り、ライフサイクルコストを低減する技術体系及び管理

手法の総称。ただ単純に、古くなったという理由から施設を解体

して新築を繰り返す考え方ではなく、施設の社会的需要や老朽度

の判定、改修時の費用対効果等を総合的に勘案した上で、解体、

用途変更、改修、改築など、その施設にとってどれがよりよい方

法なのか判断することができる。 

ストックマネジメント 

計画 

下水道施設全体の中長期的な施設状態を予測しながら維持管理、

改築を一体的に捉えて計画的・効率的に管理するために、事業方

針や実施計画を定めている。 

《40 ページ》 

有収水量  下水道で処理された汚水量のうち、家庭や工場で使用され、下水

道使用料を徴収することのできる水量。 

《42 ページ》 

長寿命化計画 

 

当初設置時点から数えて、標準耐用年数以上の使用年数が期待で

きる対策計画である。持続可能で安定的な下水道サービスの提供

を行うことを目的に、処理機能に重大な影響を及ぼす前に予防保

全を行うことで、ライフサイクルコストの最小化を図るととも

に、維持管理費用の平準化も図る。 

 



  

伊達市下水道ビジョン 

２０２０年（令和２年）４月 

伊達市建設部下水道課 


